
◆
対
象
者
　
満
40
歳
以
上
の
方
で
、

　
医
療
機
関
や
勤
務
先
で
検
診
を

　
受
け
て
い
な
い
方

※
胃
の
病
気
で
治
療
中
の
方
は
町

　
の
検
診
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
前
の
晩
は
９
時
頃
ま
で
に
食
事

　
を
す
ま
せ
、
当
日
は
飲
食
（
お

　
茶
な
ど
も
）
や
タ
バ
コ
等
は
一

　
切
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
問
診
票
の
裏
面
の
注
意
事
項
を

　
よ
く
読
ん
で
、
検
診
を
受
け
ま

　
し
ょ
う
。

※
送
迎
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く

　
は
問
診
票
と
同
封
し
た
、
送

　
迎
車
運
行
表
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

◆
対
象
者
　
満
40
歳
以
上
の
方

　
で
、
医
療
機
関
や
勤
務
先
で

　
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

◎
容
器
配
布
期
間

　
５
月
19
日

〜
６
月
13
日

◎
容
器
回
収
期
間

　
５
月
26
日

〜
６
月
20
日

※
容
器
配
布
・
回
収
は
保
健
福

　
祉
課
窓
口
ま
た
は
、
胃
が
ん

　
検
診
会
場
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

※
問
診
票
に
必
要
事
項
を
記
入
の

　
う
え
、
容
器
と
一
緒
に
提
出
し

　
て
く
だ
さ
い
。

　
子
宮
が
ん
検
診
と
同
時
開
催
で

す
。

◆
対
象
者
　
満
30
歳
以
上
の
方
で
、

　
医
療
機
関
や
勤
務
先
で
検
診
を

　
受
け
て
い
な
い
方

◎
完
全
予
約
制
で
す
。
事
前
に
保

　
健
福
祉
課
ま
で
お
電
話
く
だ
さ

　
い
。

◎
申
込
期
間

　
６
月
16
日

〜
７
月
８
日

　（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）

◎
申
込
時
間

　
８
時
30
分
〜
17
時
30
分

◎
実
施
日

　
７
月
９
日

・
16
日

・
23
日

※
検
診
人
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　
お
早
め
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

　

　
乳
が
ん
検
診
と
同
時
開
催
で
す
。

◆
対
象
者
　
満
20
歳
以
上
の
方
で
、

　
医
療
機
関
や
勤
務
先
で
検
診
を

　
受
け
て
い
な
い
方

◎
実
施
日

　
７
月
９
日

・
16
日

・
23
日

※
予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
検
診
時
に
、
バ
ス
タ
オ
ル
を
１

　
枚
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

  

◎
５
月
中
旬
に
世
帯
ご
と
に
送
付

　
し
ま
す
。

※
平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
に
、

　
転
入
さ
れ
た
方
で
受
診
を
希
望

　
さ
れ
る
方
は
保
健
福
祉
課
ま
で

　
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

  

◎
検
診
結
果
は
す
べ
て
個
人
ご
と

　
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

□
お
問
い
合
わ
せ
　
保
健
福
祉
課

　
保
健
係
　

１
６
０
３

   実　施　日　　　　　 該　当　地　区
６月 ５日（木）　本宿４・神宿・松崎・向野
６月 ６日（金）　立野・大貫・郡・成城台・四季の丘
６月１０日（火）　本宿２・今・高谷・藤の台
６月１１日（水）　本宿１・３・５
６月１２日（木）　小松・並木・植房
６月１３日（金）　武田・新・毛成・古原

　
が
ん
は
、
早
期
発
見
と
適
切
な
治
療
に
よ
り
、
治
る
可
能
性
が
高
い
病

気
で
す
。
是
非
こ
の
機
会
に
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
毎
月
一
回
、
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
保
健
福
祉
館
で
開
催
し
て
お
り
ま

し
た〝

茶
話
や
か
マ
マ
ち
ゃ
ん〟

は
今
年
度
か
ら
次
の
と
お
り
開
催

方
法
を
変
更
し
ま
す
。

　
日
頃
か
ら
気
に
か
か
っ
て
い
た
悩
み
事
や
自
分
ひ
と
り
で
解
決
で

き
な
い
相
談
事
な
ど
を
お
受
け
し
ま
す
。

◇
開
催
日
時
　
　
随
時
、
児
童
家
庭
相
談
員
が

　
　
　
　
　
　
　
相
談
に
応
じ
ま
す
。

◇
相
談
方
法
　
　
保
健
福
祉
課
（

１
６
０
３
）

　
　
　
　
　
　
　
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

◇
相
談
料
金
　
　
無
　
　
料


